
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリー・サポートおおた 

 大田区子ども家庭支援センター 

Family Support Ota  
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1. ファミリー・サポートおおたとは？ 
 

ファミリー・サポートおおたは、育児のお手伝いをしてほしい方（利用会員）と育児の 

お手伝いをしたい方（提供会員）の両者を会員組織化して、援助活動により仕事と育児の 

両立や子育てする家庭の育児を支援する会です。 

利用会員、提供会員ともに登録が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会員資格 

                ・大田区にお住まいの２０歳以上の心身ともに健康な方 

          ・地域の子育て支援に熱意があり、会の趣旨をご理解いただける方 

          ・事務局が主催する提供会員養成講座を受講し、修了した方 

          （ファミリー・サポートおおたでは、提供会員になりたい人のために、定期的に 

           養成講座を開催しています。） 

 

・大田区にお住まいか、お勤めの方 

           ・おおむね１２歳までのお子さんのいる方で、育児の援助を受けたい方 

           ・会の趣旨をご理解いただける方 

 

・提供会員、利用会員、両方に登録している方 

 

 

 育児の 
お手伝いします 

 

利用会員 提供会員 

  

⑤援助活動 

子育てコーディネーター 

＜ファミリー・サポートおおたの仕組み＞ 

提供会員 

利用会員 

両方会員 

③活動依頼 

⑥謝礼金の支払い 

④提供会員紹介 

①登録 

②依頼申し込み 
①登録 

こどもを 
預かって欲し
いんですけど 
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●会員登録 (入会の手続き） 

 

① 提供会員登録は、「提供会員養成講座」（事務局が主催する計１5 時間 30 分の 

講習）を受講していただき、講習会修了後に行います。 

登録時には次のものが必要になります。 

・住所、氏名を確認できるもの（健康保険証・運転免許証など） 

・写真２枚（縦３０mm×横２５mm）会員証、入会申込用紙添付用 

② 会員証は登録後に発行いたします。入会金および会費はありません。 

提供会員の登録期間は登録日から２年後当日の年度末日とし、希望であれば 

更新できます。期日が近づいたら郵送でお知らせします。 

 

 

 

 

① 利用会員登録は、ホームページ上の「利用会員の登録説明」を視聴していただき、 

会の趣旨をよく理解していただいた上で行います。 

登録時には次のものが必要になります。 

・登録者とこどもの住所、氏名、生年月日が確認できるもの 

  （健康保険証、運転免許証、医療証 など） 

② 会員証は登録時に発行いたします。入会金および会費はありません。 

利用会員の登録期間は登録日から２年後当日の年度末日ですが、期間中 

ご利用があり、上記の資格条件を満たしている方は自動更新できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供会員 

利用会員 

2. 会員になるには 

 
 

育児の援助を受けたい方も、育児の援助を行いたい方も、ファミリー・サポートおおたの 

会員として登録する必要があります。 

 

両方会員 
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① 登 録 
 

② 活動の申込み 
 

③ 活動依頼 
 

④ 提供会員の紹介 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

※援助の希望は、具体的にお願いします。援助の希望が一日だけなのか今後も 

お願いしたいのか、利用時間帯はいつが多いのかなど、内容によっては紹介 

する提供会員が変わります。 

※援助活動は提供会員と利用会員の条件が合い、相互理解が得られた場合に 

行なわれます。必ずしも提供会員が見つかるとは限りません。  

 

●提供会員、両方会員の登録は、事務局の実施する「提供会員養成講座」を受講修了し、 

登録手続きをしていただきます。 

●利用会員の登録は、ホームページ上の「利用会員の登録説明」を視聴し、会の趣旨を 

ご理解いただいて登録手続きをしていただきます。 

  

●利用会員は、具体的な援助の内容、日時を、家族の同意の上決めて、活動希望日の２週間

くらい前までに、大森事務局まで申し込んでください。 

申し込みの電話受付時間は、月曜日～土曜日（祝日を除く）の午前９時から午後６時まで 

です。 

 

●大森事務局のコーディネーターが、利用会員の希望条件により、提供会員に電話で活動 

依頼をし、援助可能な提供会員を探します。 

 

●援助可能な提供会員が見つかったら、大森事務局から電話で利用会員に、提供会員の 

氏名、電話番号を連絡します。 

 

次ページ⑤へ 

※提供会員の氏名、連絡先は個人情報です。取り扱いにはご注意ください。 

 

3. 援助活動の流れと注意点 
 

●依頼を承諾いただいた時に、相手の利用会員の氏名を提供会員に伝えます。 

 
※利用会員の氏名、連絡先は個人情報です。取り扱いにはご注意ください。 
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⑤ 依頼内容の確認・事前打合せ日程相談 
 

⑥ 事前打合せの予約 
 

⑦ 事前打合せ 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前打合せでは『コーディネート票』（Ｐ14 参照）『援助活動内容確認書』 

（Ｐ15 参照）を作成します。 

 

※ただし、提供会員の都合で初回活動をキャンセルし、今後打合せ内容と 

 同じ活動が見込まれない場合は、打合せ謝礼金は利用会員に返却します。 

 

●利用会員は、提供会員に直接電話をして依頼内容を確認し、事前打合せの場所、日時を、 

両者で相談して決めてください。 

（打合せ場所は 大森・洗足池・蒲田・六郷 のいずれかのセンターを選びます。） 

 

 

●利用会員は、事前打合せの場所と日時が決まったら、大森事務局へ事前打合せ予約の電話 

をしてください。 

 

●初めての援助活動の前には必ず両会員が直接会って詳細な打合せを行います。 

利用会員はサポート対象のお子さん同伴の上、提供会員とコーディネーター立会いの 

もと事前打合せを行います。 

 

●利用会員は事前打合せの際に、サポート対象児の人数に関わらず「打合せ謝礼金」と 

 して 800 円を提供会員にお支払いいただきます。 

 

●利用会員は、援助活動中のお子さんの飲み物、食べ物、着替え、オムツ、おもちゃ 

など必要なものを用意します。やむを得ず、提供会員にお願いする場合は打合せで 

よく相談します。 

（食事等の提供を依頼した場合、かかった実費相当額は利用会員が負担します。） 

 

次ページへ続く 

※事前打合せでは提供会員とお子さんの顔合わせも行います。必ずお子さんが 

 来れる日時で設定してください。 

 

 

※この予約の連絡を忘れると、事前打合せができません。予約の電話は忘れない

ようにお願いします。 
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⑧ 活動開始 
 

⑨ 援助活動当日 
 

⑩ 活動終了 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

    

※ お子さんによっては慣らし保育を設定します。この場合も援助活動 

となりますので、謝礼金が生じます。 

支払います。 

 

●保育園、幼稚園等の送迎を伴う援助活動の場合、利用会員は、必ず事前に保育施設 

に届け出て、必要ならば『送迎連絡票』（Ｐ１8 参照）を作成し、保育施設と提供 

会員に渡しておきます。 

 

●提供会員は、ベビーシッターやホームヘルパーではありません。保育以外の要求  

（家事・買い物・こどもの勉強の相手など）には応じられません。また提供会員は、 

「できること」 「できないこと」をはっきり利用会員に伝えてください。 

 

●利用会員が提供会員にお子さんを預けた時から活動開始となります。送迎の場合は、 

 提供会員が活動のために自宅を出た時間から活動開始となります。 

 利用会員は、活動がスムーズにいくように、その日のお子さんの様子を提供会員に 

 伝えてください。 

●約束の時間を守ってください。事前打合せで取り決めた活動以外の援助はできません。 

 

●提供会員は、援助活動の前に保育する場所、出入り口や周りの安全をよく確認しましょ 

う。預かりの場合は、危険な物はこどもの手の届かないところに片付けてください。 

（P１９ にある「安全チェックリスト」をご参照ください。） 送迎の活動中は、常に

会員証を携帯し、こどもの安全を第一に考えて行動してください。 

 

●援助活動中に万が一、預かっているお子さんの具合が悪くなったり、けがをした場合 

は、ただちに利用会員と大森事務局に連絡してください。 

 

●提供会員は、健康上や急用などの理由で、やむを得ず援助活動ができなくなった場合 

はただちに利用会員と事務局に届けてください。  

 

 

 

 
●預かりの場合は、提供会員が利用会員にお子さんを引き渡した時が活動終了となります。

送迎の場合は、提供会員が活動を終えて自宅に戻った時間が活動終了となります。お子さ

んの引渡し時には、提供会員はその日のお子さんの様子を利用会員に報告してください。 

次ページ⑪へ 
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⑪ 謝礼金の支払い 
 

⑫ 援助活動実績報告書 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●提供会員は、援助活動終了後ただちに「援助活動実績報告書」（３枚複写式）を作成 

し、利用会員の確認を取ります。また謝礼金を受け取ったら領収印を押します。 

 

●利用会員は、「援助活動実績報告書」の内容を確認し、確認欄に押印します。また、 

謝礼金および提供会員が支払った実費（食費・交通費等）を直接現金等で支払います。 

 

●同じ月にあった援助活動は、１枚の「援助活動実績報告書」に順次記入していきます。 

 

●複数の利用会員と活動がある場合は、利用会員ごとに別々の「援助活動実績報告書」に 

記入してください。 

 

●提供会員は、謝礼金の支払い時に 3 枚目の「利用会員用」を利用会員に控えとして 

渡し、1 枚目の「センター用」を事務局に提出してください。（提出は 2～3 か月に 

１度を目安にご提出ください。但し 3 月分は年度末の為、翌４月 5 日までに提出して 

ください） 

 

●事前打合せが終了している提供会員への 2 回目以降の依頼は、利用会員から直接 

提供会員に連絡をしてください。事前打合せに沿った内容で行い、当日のお子さん 

の様子等、相互に確認をお願いします。 

依頼日が決まったら、利用会員は活動の予定を事前に事務局に必ず連絡してください。 

※ 事務局が把握していない活動については、補償保険の対象外になります

のでご注意ください。 

 

●事前打合せで取り決めた内容が変更になり、同じ提供会員と活動する場合は、再度 

「事前打合せ」を行う必要があります。利用会員から必ず事務局に連絡をし、再打 

合せを行ってから活動をしてください。 

4. 2 回目以降の援助活動の場合 
 

※ 打合せをしていない内容については、補償保険が適用されません。 

   

 ●活動中の提供会員が依頼を引き受けられなくなるなど、利用会員が別の提供会員と 

の援助活動を希望する場合は、新たに事務局に活動の申込みをしてください。この 

場合、援助活動の流れは初回利用時と同様の、事前打合せを含む流れとなります。 

※ 再依頼の場合も時間に余裕を持って申し込んでください。 
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※ファミリー・サポートおおたの提供会員はホームヘルパーやベビーシッターでは 

ありません。 ご理解をお願いします。 

 

●援助活動の主な内容 

・保育園、幼稚園、学校、学童保育などの送迎、その前後にこどもを預かること。 

・保育園、幼稚園、学校の休業日にこどもを預かること。 

・保護者の短時間、臨時就労、または求職中の場合にこどもを預かること。 

・冠婚葬祭、学校行事や買い物等、保護者の外出の場合にこどもを預かること。 

・保護者の病気や急用等の場合にこどもを預かること。 

 

● 保護者がいるところで一緒に行う保育。 

● 家事援助やこどもの学習の指導。 

● 病児の送迎を含む保育。 

● こどもがひとりで提供会員宅に行く活動。 

● 大人のいない利用会員宅へのお迎え及び送り届けを含む活動。 

● 入浴や、こどもプールを使っての水遊び。 

● 提供会員の自家用車を使用して送迎を行う活動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●活動可能な対象年齢 

    生後４ヶ月以上おおむね１２歳（小学生）までで、登録してあるこどもに限ります。なお、 

ひとりの提供会員が同時に活動できるのは同じ家庭のこども（兄弟姉妹）に限ります。 

 

●こどもを預かる場所 

    援助活動は原則として提供会員の自宅で行われます。 

     公園に散歩に行ったり、児童館に遊びに行くなど提供会員宅外での援助活動は、利用会員、 

提供会員相互が事前の打合せで合意した場合のみ行われます。 

 

●活動可能時間と曜日 

    援助活動ができる時間は、午前６時から午後１０時までの間で利用会員が希望する時間と 

     します。宿泊を伴う活動はできません。 

    曜日は平日に加え、土日祝日なども活動が出来ます。 

 

 

5.援助できる活動とは？ 
 

次のような援助は行っていません  
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●謝礼金の基本金額 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●謝礼金の基本金額 

◆謝礼金の計算方法は、次のとおりです。 

 

 

・１回の利用時間が１時間未満の場合は、１時間とします。 

    ・１回の利用時間が１時間を超え、超えた時間の端数が３０分以下のときは、0.5 時間と 

して計算し、３０分を超えるときは１時間として計算します。 

・0.5 時間に当たる謝礼金は、１時間単価の半額とします。 

    ・援助活動が異なる利用区分にまたがるときは、３０分を単位として計算して合計します。 

 

●謝礼金の支払い（受け取り）方法 

◆謝礼金は、利用会員が提供会員に、援助活動終了後に直接現金等で支払ってください。 

◆謝礼金の計算は提供会員が行いますので、利用会員は必ず金額の確認をしてからお支払い 

ください。 

◆謝礼金の支払い方法等については、両会員で事前に相談しておいてください。 

◆謝礼金支払い時に提供会員がお渡しする『援助活動実績報告書』の「利用会員用」が領収書 

を兼ねますので、大切に保管してください。 

 

 

区 分 謝 礼 金 

月曜日～金曜日までの平日 

9 時～17 時 

800 円（こども 1 人）／1 時間 

兄弟姉妹を一緒にみる場合、 

2 人目以降 400 円（こども 1 人）／1 時間 

上記以外の時間、及び 

土曜・日曜・祝日・年末年始 

（12/29～1/3 まで） 

900 円（こども 1 人）／1 時間 

兄弟姉妹を一緒にみる場合、 

2 人目以降 450 円（こども 1 人）／1 時間 

謝礼金 利用区分別の謝礼単価 利用時間 × ＝ 

6.謝礼金の取扱い 
 

※ ひとりの提供会員が同じ家庭のこども（兄弟姉妹）と同時に活動する場合には、2 人目 

以降は半額とします。 

※ 援助活動は、臨時的、一時的、短時間を想定していますが、やむを得ず長時間、継続的 

な活動になると謝礼金が多額になります。利用会員は支払いに支障をきたすことがない 

よう計画的に活動を申し込んでください。 

 



9 

 

   9：00   9：20   

平日        800円 X １時間（活動が１時間未満なので） ＝ 800円 

 

   9：00   活動時間    12:20 

平日                     800円 X 3.5時間 ＝  2,800円 

 

    9：00   活動時間     12:40 

平日                     800円 X 4時間  ＝  3,200円 

 

 

  7：40    9:10       12：00      900円×1.5時間 ＝ 1.350円 

平日                      800円× 3時間 ＝ 2.400円      合計 3.750円 

                       

   15：15   17：15    21：00      800円×  2時間 ＝ 1.600円 

平日                     .900円×  4時間 ＝ 3.600円    合計 5.200円 

 

  7：45   9：15                        17：15       20：15 

平日                      

  16:30   17:00  17:30       20:30           800円×0.5時間 ＝  400円 

平日                           900円×3.5時間 ＝ 3.150円  

                                                合計  3.550円 

 

 
 

 

 

 

 

 

① 謝礼金の計算方法は、一回の活動時間が１時間未満の場合は１時間、１時間以上の場合で３０分 

以下の端数がある場合は 0.5時間、３０分を超える端数がある場合は１時間として計算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 活動の開始が午前９時前、終了が午後５時過ぎの場合は、その時刻を含む３０分は引き続く単価で 

  計算することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  お迎えをする場合は、保育施設に向かう時間（一番最短の常識的な時間）も活動時間に計算します。 

 

 

 

 

 

謝礼金の計算は、事前打合せの時に、謝礼金予定額として計算して確認

しておきますが、あくまでも目安です。活動当日に、提供会員が実際の活動

開始時間、終了時間に基づいた計算をしなおします。 

計算をした謝礼金額は援助活動実績報告書に記入して、利用会員に確認

をとります。 

30 分未満なので   
0.5 時間で計算 

30 分以上なので 
1 時間で計算 

3時間 20分 

3時間 40分 

最初の 1.5時間は 
900円で計算 

最初の 2時間は 
800円で計算 

1時間 30分 

3時間 45分 

3時間 
1時間 30分 

2時間 

8時間 

900円×  4.5時間 ＝ 4.050円 
800円×   .8時間 ＝ 6.400円                     合計 10.450円 

※交通費があれば往復の実費を加算します。 

提供会員 
自宅出発 

保育園 
お迎え 

提供会員宅での保育 

 

 

 

7.謝礼金の計算方法 
 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.neribun.or.jp/event/detail_f.cgi?id%3D5294&psig=AOvVaw2QoQy2Hc_99st6OFGwCjD9&ust=1598337059635000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD5m-Sbs-sCFQAAAAAdAAAAABAZ
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8.キャンセル料の取扱い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

    

     

  

 

 
 

提供会員が援助活動をするうえで、自己負担をしたものについては、利用会員が実費の負担を 

します。具体的には次のようなものがあります。事前に十分打合せをしてください。 

※  交通費   バス代 、電車賃 （往復分）、タクシー代など 

※  飲食代    食事代・おやつ代（会則 別表２参照）、ミルク代など 

前日までのキャンセル キャンセル料無し 

当日のキャンセル 予定していた活動の謝礼金 1時間分 

無断キャンセル 予定していた活動時間の謝礼金全額分 

●キャンセル料が発生する場合 

●援助活動実績報告書の取り扱い 

9.実費の取扱い 
 

※なお、豪雨や台風など、急な天候の変化による当日キャンセルについては、

キャンセル料は無しでお願いしています。 

やむを得ず援助活動をキャンセルする場合は、活動相手の会員に早めにご連絡ください。 

（初回活動がキャンセルになった場合は、事務局にも連絡が必要です） 

 

利用会員の都合で依頼を当日にキャンセルする場合は、活動開始予定時間から 1 時間分の 

キャンセル料がかかります。後日、必ず提供会員にお支払いください。また、事前連絡無く 

無断でキャンセルした場合は、予定していた活動時間の謝礼金を全額お支払いいただきます。 

※なお、提供会員へのキャンセル連絡は、必ず口頭で直接伝えてください。 

 

 

援助活動がキャンセルになった場合の報告書の記入方法は、キャンセル料の額を謝礼額の

欄に記入し、備考欄にはキャンセル料とお書きください。  

活動時間の考え方 

 ●送迎の活動の場合、活動時間は、送り届け先からまっすぐ提供会員の自宅に戻るまでの時間で

計算してください。そのため、以下の場合は活動時間の計算には入れないようにお願いします。 

  ・こどもを送り届けた後、帰りの電車等の遅延した時間。 

  ・こどもを送り届けた後、帰宅途中に買い物等に寄った時間など。 
 

●送迎の活動は提供会員が自宅へ戻ることで終了となるため、提供会員が続けて別の活動を始め

る場合は、最初の活動が終了した時間以降で開始してください。 

食事提供を依頼している場合、提供会員が既に用意している等の状況により、食事代も 

キャンセル料と一緒にお支払いいただく場合もあります。 

●キャンセルの際の食事代について 
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① 提供会員傷害保険 

● 被保険者・・・・提供会員 

● 契約内容・・・・援助活動中、および活動のために自宅との通常の経路の往復途上での急激 

       かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償をするものです。 

 

 ② 児童傷害保険 

● 被保険者・・・・利用会員のお子さん（援助活動の対象児童） 

● 契約内容・・・・利用会員のお子さんが、援助活動中に急激かつ偶然な外来の事故によって 

             傷害を被った場合に、提供会員の責任の有無にかかわらず保障するものです。 

 

③ 賠償責任保険 

● 保険者・・・・提供会員 

● 契約内容・・・・援助活動中および活動の結果、提供会員が第三者 (利用会員のこどもを含む 

        他人。提供会員と同居の親族を除く。) の身体又は財物に損害を与えたことにより、 

提供会員が賠償責任を負った場合、賠償金等を補償するものである。                 

            

 

            保険金額 (補償額) 

 

補償額区分 死亡 後遺傷害 入院（１日） 通院（１日） 

①提供会員 

傷害保険 
500万円 20万円～500 万円 

3,000円 

(180日を限度)※1 

2,000円 

（90日を限度）※2 

②児童傷害保険 300万円 12万円～300 万円 
3,000円 

(30日を限度)※1 

2,000円 

（90日を限度）※2 

③賠償責任保険 
対人・対物  2億円（1事故あたり）  初期対応費用  1,000万円 

訴訟対応費用  1,000万円           受託者賠償責任保険  10万円 

         

 

 

 

 

万が一の事故に備えて、会員になると自動的にファミリー・サポート・

センター補償保険に加入することとなります。 

保険料はファミリー・サポートおおたが全額負担します。 

なお、災害時（地震・津波など）については補償の適用範囲外となりま

すのでご了承ください。 

10.補償保険について 
 

※1 事故の日からその日を含めて 180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。 

※2 事故の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。 
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会員は、入会時に登録した内容に変更があった場合、速やかに所定の変更届 （P21 参照）を 

提出してください。その際、変更内容が証明できる確認書類が必要な場合があります。 

下記にある確認書類のコピー等を添付して提出してください。 

 

     

                            

 

●氏名、住所が変わった場合       変更後の氏名、住所が確認できる書類 

●こどもの登録を追加する場合      お子さんの生年月日が確認できる書類 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.登録変更届 

 

.補償保険につ

いて 
 

12.会員資格の喪失 

 

 

.補償保険について 
 

会員は、次の一つに該当したときは会員の資格を失います。会員資格を喪失した時は、 

所定の退会届（P22 参照）を提出し、会員証を事務局に返還しなければなりません。 

 

●会員の登録期間 （登録日 の２年後の年度の末日まで）が終了したとき。 

・期間中ご利用がない、または資格要件がない利用会員。 

・活動を希望しない、または資格要件がない提供会員。 

●会員が退会を申し出たとき。 

●会員が区外に転出したとき、または利用会員で区内に在勤しなくなったとき。 

●その他会則第９条に該当するとき。 

 

13.心がけていただくこと 

 

 

.補償保険について 
 

●ファミリー・サポートおおたは、会員相互の信頼関係と協力によって支えられている 

 制度です。お互いに約束したことは守るなど、誠意を持った行動をお願いします。 

 

●援助活動を通して知りえたプライバシーに関わることは、他の人に漏らさないように 

してください。（退会後も同様です。） 

 

●物品販売、宗教活動や政治活動などは行ってはいけません。 

 

●お互いによく話し合って相手の立場を理解し、十分な打合せを行ってから援助活動に 

臨んでください。 
 

●実際の援助活動を行っている間には、疑問や質問または不安を生じることもあるかも 

 しれません。そのようなときには、事務局のコーディネーターにご相談ください。 

 

ファミリー・サポートおおた大森事務局：TEL 03-5753-1152 

 

 

.補償保険について 
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●提供会員は、事務局の主催する養成講座を受講して登録していただいていますが、育児の 

専門家ではありません。しつけの依頼や、過剰な要求はしないようにお願いします。 

 

●活動の謝礼金等は、活動終了後に利用会員の皆さんからお支払いください。 

 活動終了時に会員同士が会えない場合には、利用会員から提供会員に連絡を取り、後日直接

会って謝礼金をお支払いください。 

 

●ファミリー・サポートの活動は、大人から大人に引き渡す形でお願いしています。お迎えや送

り届けの際には、必ず大人の方がいることが必要です。（中学生以上の兄弟姉妹は可能です。）                          

 

●提供会員の活動がスムーズに行えるように、必要に応じて連絡を取り合うなど、ご協力を 

 お願いします。 

 

●活動中は、こどもの安全に十分気をつけてください。万が一、事故が発生した場合は、利用 

会員とファミリー・サポートおおたの事務局にすぐに連絡をしてください。 

 

●提供会員は育児の専門家ではありません。活動の際には利用会員と活動する際の注意点につ 

いてよく話し合い、利用会員の育児のペースを守っていただくようにお願いします。 

 

●預かりの活動をする前には、必ず「安全チェックリスト」を使い、室内の状況を確認してく

ださい。 

 

●事前打合せや活動の際には会員証を必ず携帯し、求められた場合には提示していただくよう 

にお願いします。 

 

※活動中の場合は緊急連絡に備え、お互いに連絡が取れるように配慮をお願いします。 

すぐに電話に出られない場合も「連絡が来るかもしれない」との意識を持っていた 

だき、着信履歴等の確認をお願いします。 

 

※個人情報保護のために、援助活動が終了した場合や、転居等による退会の際には、

打合せ書類、お互いの連絡先等は破棄していただくようにお願いします。もし、シ

ュレッダー等がなく適正に破棄ができない場合は、事務局に郵送していただくか、

ご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.利用会員の皆さまへお願い 

 

 

.補償保険について 
 

15.提供会員の皆さまへお願い 

 

 

.補償保険について 
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コーディネート票（事前打合せ） 

日時:   年  月  日（  ） 午前・午後     時     分     担当       

場所: 大森 ・ 洗足池 ・ 蒲田 ・ 六郷 センター・その他（                ） 
 

利用会員名 利               様 提供会員名 提               様 

会員番号  会員番号  

住  所  住  所  

自宅電話  自宅電話  

FAX 番号  FAX 番号  

携帯番号  携帯番号  

職場電話  職場電話  

緊急連絡先 
氏名         会員との続柄（   ） 

電話 
緊急連絡先 

氏名         会員との続柄（   ） 

電話 

よみがな 

こどもの名前 

（愛  称） 

生年月日  歳 

               男・女 

                 様 

（                ）                    

    年   月   日    歳  か月 

               男・女 

                 様 

（                ）                    

   年   月   日    歳  か月 

通園（学）先名称 

ＴＥＬ 

（       組） 

 

（        組） 

 

平 熱 

好きな食べ物 

嫌いな食べ物 

飲み物 

起床時間 

就寝時間 

お昼寝時間 

好きな遊び 

怖い事・苦手な事 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

かかりつけ医 

ＴＥＬ 
 

 

気を付けて 

ほしいこと 

 

 

 

費用想定 

（  /   ） 

 

 

活動時間    ：   ～   ：   ＝   H 

＠    ×   H +    (実費)＝     円 

活動時間    ：   ～   ：   ＝   H 

＠    ×   H +    (実費)＝     円 

 

見 本 

◇ ファミリー･サポートおおた ◇ 
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援助活動内容確認書  令和  年  月  日 （  ）記入者       

 

・お子さんの氏名：                              

・初回活動日時     年    月   日（   ） ・   時  分 ～  時  分 まで 

・今 後 の 予 定                                            

  
○ お 預  り   〔 無 ／ 有・・・          様宅 〕 

○ 食   事  〔 無 ／ 有・・・ 持参 ・依頼＝       時頃                    〕 

○ 送   迎  〔 無 ／ 有・・・ 送り ・ 迎え 〕 

○ 送 迎 連 絡 票 〔 不要 ／ 要 ・・送迎時間     時   分までに           に送迎 〕 

  

 

  

 

           

 

○ 利用会員（     ）様にお持ち頂くもの おむつ ・おしりふき ・着替え一式 ・ミルク ・おやつ ・ おもちゃ 

ベビーカー・抱っこひも・その他（               ） 

○ その他確認事項等  アレルギー 無・有 （注意点：                                  ） 

 

〇 睡眠チェック （0 歳児：５分おき、1 歳以上は 10 分おきを目安に呼吸の確認をお願いします） 

 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

  

見 本 
 

 

※裏面へ続く 

経 

路 
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印 印 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                 

                                                 

 

●個人情報の取り扱い・・・活動を通して知り得た個人情報に関しては、他者へ漏らさないようお願いします。 

            また、打ち合わせ書類は適切に保管いただきますようお願いします。 

●当日キャンセルをした時は・・・ キャンセル料（活動開始 1 時間分）が発生します。 

後日（       ）様が（       ）様に、必ずお支払い下さい。 

●今後のご活動につきましては・・・直接（      ）様にご依頼いただけますが、利用会員は活動の 

お約束ができましたら、活動予定報告 を 必ず事務局へご連絡をお願い 

します。予定報告のない活動に関しては、補償保険の対象外となります。 

尚、提供会員の都合によりお引受けできない場合もございます。 

●活動内容が変更になった時は・・・原則として、再度事前打合せを行っていただきます。 

           必ず事務局に変更のご連絡 をお願いします。                                        

連絡先・・・大森事務局 【03-5753-1152】  

ファミリー・サポート活動事前打合せにて、援助活動について上記の通り確認しました。 

提供会員（自署）               利用会員（自署） 

見 本 
 

■ 謝礼金のお支払いについて ： 都度 ・ ひと月まとめて ・ その他（            ） 

                                                

■ 災害時の対応について  ●当日外出先 ：                           

●連絡方法(緊急連絡先)    固定電話 ・携帯電話 ・その他（                     ） 

●緊急避難先 ：                                         
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第６号様式（第19条関係） (3枚複写）

通信欄

日 曜日 番号 時間数 実費 合計 備考

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

： 円 円

合計 件数 ： 円 円

ファミリー・サポートおおた

（センター用）

（提供会員用）

（利用会員用）

氏名

援助活動（番号）

お子さんの名前 活動時間 謝礼額

援助活動実績報告書（　　   年   月分）

提供会員№

氏名

利用会員№

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

件 ：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

：  ～  ： 円

謝  礼  額
単  価  表

平   日       午前9時から午後5時 800円（一時間）

上記以外の時間、土曜・日曜・祭日 900円（一時間）

事前打ち合わせ料 800円

当日キャンセル料 当日一時間分

１．保育施設の送り(預かり含まない) ８． 学童保育施設の迎え及び帰宅後の預かり 14．保護者等の求職活動中の預かり
２．保育施設の迎え(預かり含まない) ９． 産前（出産）産後の兄弟姉妹の預かりや送迎 15．保護者等の冠婚葬祭による外出及び学校
３．保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り 10．子供の病後時の預かり 行事等の場合の預かり

４．保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり 11．保育所・学校等の休み時の預かり 16．保護者等の買い物など外出の場合の預かり
５．子供の習い事等の預かりや送迎 12．保育所等施設入所前の預かり 17．保護者等の病気、急用などの場合の預かり
６．保護者のリフレッシュのための預かり 13．保護者等の短時間・臨時的就労の場合 90．その他（ ）
７．小学生の預かりや送迎 の預かり 99．事前打ち合わせ

見 本 
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送迎連絡票 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

利用会員 会員番号：              氏名： 

保育施設などの名称  

こどもの名前 ① 
（               ）組  

こどもの名前 ② 
（               ）組  

依頼期間             

※提供会員 会員番号：              氏名： 

ファミリー・サポートを利用して、提供会員に保育施設など送迎をお願いする場合、安心して 

お子さんを引き渡せるように、ファミリー・サポートおおたでは「送迎連絡票」を作成しています。 

利用会員は、活動前に保育施設に「送迎連絡票」の提出をお願いします。 

 

保育施設などによっては、手続きが異なる場合があります。利用会員はあらかじめ確認をして 

おいてください。 

 

※別途、保育施設などには保護者よりファミリー・サポート利用の連絡を必ずお願いします。 

キリトリ 

送 迎 連 絡 票 
 

※初回活動時 

※初回活動時 

 
年      月      日  ～ 

年     月    日 

ファミリー・サポートおおた 

記入者：           

上記の通りこどもの送迎を 「ファミリー・サポートおおた」 提供会員 に依頼しました。 

確認の上、提供会員 にこどもの引き渡しをお願いします。 

（ ※この 「送迎連絡票」 は退園時まで有効となります ） 
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安全チェックリスト 

 

こどもは、年齢や成長度合いで危険度が異なります。 

お子さんを預かる前に、毎回この安全チェックリストを参考に確認してください。 

 

 

 

１ 階段やベランダ、段差があるところに、こどもが落ちないような対策がしてありますか。□ 

２ ベランダや窓の側に踏み台となるような物を置いていませんか。            □  

３ 
薬、タバコ、マッチ、化粧品、洗剤、硬貨、刃物などをこどもの手の届くところに 

置いていませんか。 

４ ビニール袋やラップなどをこどもの手の届くところに置いていませんか。              □ 

５ 熱いお茶、ポット、鍋、アイロンなどをこどもの手の届くところに置いていませんか。 □  

６ コンセントやコード等を触られたり、つまずいたりしないようにしていますか。    □ 

７ 家具の上など、高いところに置いてある物が落下する心配はありませんか。      □  

８ 家具の引き出しなどが、簡単に開くようになっていませんか。            □ 

９ ドアがバタンと閉まらないような対策をしていますか。               □ 

10 ストーブやファンヒーターは、火傷などしないよう気をつけていますか。       □ 

11 扇風機はこどもが触れないように気をつけていますか。               □ 

12 ペットがこどもに触れないなど気をつけていますか。                □ 

13 こどもが浴室などへ一人で入らないような対策はしていますか。           □ 

14 室内の換気が、適切に図れるようになっていますか。                □ 

15 火災や地震の際の避難方法を考えていますか。                   □ 

※この他にもご自分で点検し、より安全な保育を心がけてください。 
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活動当日の連絡事項 
 

●利用会員は援助活動当日のお子さんの健康状態など、下記の項目を参考に、必要と 

   思われる情報を提供会員に伝えましましょう。 

 

✿体調・顔色・機嫌はどうですか 

✿泣き方・睡眠・排泄の状態について 

✿食事・飲み物・おやつ等について 

✿預かっている間の対応や遊びについて 

✿その他、気づいたこと等あれば伝えてください 

 

  ●また提供会員は気づいたことなど、利用会員に連絡するとともに、記録しておくと 

   後日、保育の参考になるかと思います。  

 

 

 
れんらくメモ 
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ファミリー・サポートおおた登録変更届 

  年   月   日 

（宛先）大田区長 

提供 ・ 利用 ・ 両方 会員  会員番号（           ）  

※該当区分に○をつけ、会員番号をご記入ください。 

                

      会員氏名                 

 下記のとおり変更したので届出します。 

記 

変更前 

 

変更後 

 

児童追加 

ふりがな                 性 別   男 ・ 女    

氏  名                 生年月日      年   月  日 

就園・就学先名                               

就園・就学先住所                              

かかりつけ病院名                電話番号           

アレルギー（ 無 ・ 有                            ） 

提供会員宅ペット（ 可 ・ 否 ） 健康状態 良好 ・ その他（       ） 

変更日      年     月     日 

●住所変更の場合は、新しい住所が確認できる書類 （保険証・運転免許証・住民票 等） 

●児童追加登録の場合は、お子さんの生年月日が確認できる書類 （保険証・医療証 等） 

   の写しを同封の上、大森事務局まで郵送をお願いします。 

        〒143-0016 大田区大森北 4-16-5 「ファミリー・サポートおおた事務局」 
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ファミリー・サポートおおた退会届 

                                 年  月  日 

（宛先）大田区長 

 

提供 ・ 利用 ・ 両方 会員  会員番号（           ）  

※該当区分に○をつけ、会員番号をご記入ください。 

               

     会員氏名              
 

     下記のとおりファミリー・サポートおおたを退会したいので届出します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退会の理由  

退会する日     年     月     日 

会員証返還の有・無 

（返還できない場合は 

その理由） 

 



 

1 

○ファミリー・サポートおおた会則 

平成 14年３月１日付 

児児発第 1228 号児童部長決定 

改正 平成 15 年２月 17 日付こ家セ発第 123 号 

平成 17年３月 16 日付こ家セ発第 263号 

平成 20年１月 31 日付 19 こ家セ発第 10326 号 

平成 26年１月 30 日付 25 こ家セ発第 11233 号 

平成 27年１月 28 日付 26 こ家セ発第 11602 号 

平成 29年３月 16 日付 28 こ家セ発第 11916 号 

平成 30年１月９日付 29 こ家セ発第 11571 号 

令和元年 10 月１日付 31 こ家セ発第 11142 号 

令和２年 10 月 12 日付２こ家セ発第 11072 号 

令和３年９月 14日付３こ家セ発第 11098 号 

令和８年３月 27日付７こ家セ発第 12381 号 

 

（名称） 

第１条 本会は、「ファミリー・サポートおおた」という。 

（本部、支部及び事務局） 

第２条 「ファミリー・サポートおおた」の本部は、大田区子ども家庭支援センター大森（大田区大森

北四丁目 16 番５号）に置き、支部を同蒲田分室（大田区西蒲田七丁目 49 番２号）、同洗足池分室（大

田区上池台二丁目 35 番 18号）及び同六郷分室（大田区仲六郷二丁目 44 番 11 号）に置く。 

２ 事務局は、本部に置く。 

（会の目的） 

第３条 「ファミリー・サポートおおた」は、地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を

受けたい者からなる会員組織であり、会員が子育てに関する相互援助活動（以下「援助活動」とい

う。）を行うことにより、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、子育てをする家庭の支

援を行い、もって区民の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（代表者） 

第４条 「ファミリー・サポートおおた」の代表者は、大田区子ども家庭支援センターの施設長とす

る。 

（会員） 

第５条 会員は、「ファミリー・サポートおおた」設置の趣旨に賛同して入会の承認を受けた者とし、

その区分及び要件は次のとおりとする。 

(１) 利用会員 大田区に住所又は勤務先がある者で、概ね 12 歳以下の子どもを持ち、かつ、育児

の援助を受けたい者。 

(２) 提供会員 大田区に住所がある 20歳以上の健康な者で、地域の子育て支援に熱意があり、育

児の援助を行いたい者。 

(３) 両方会員 利用会員かつ提供会員である者。 

（入会） 

第６条 会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、事務局は、申込があったときは、

会員の要件を審査し会員の登録をする。 

２ 利用会員は、入会に際し区の公式ユーチューブを視聴のうえ、登録しなければならない。 

３ 提供会員は、事務局の規定する講習会を受講しなければならない。 

４ 会員の登録期間は、登録日から当該登録日の２年後の応当日の属する年度の末日とする。ただし、

次の場合は登録を更新することができる。 
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(１) 利用会員は、資格要件があり、かつ、登録期間満了までの間に援助活動の実績があった場合

又は更新の申込書の提出があった場合 

(２) 提供会員は、更新の申込書の提出があり、資格要件の確認ができた場合 

（会員証） 

第７条 事務局は、入会の承認をしたときには、当該会員に対し会員証を発行する。 

２ 事務局は、登録期間満了時、前条第４項第２号による提供会員の登録更新を承認した場合は、新

たに会員証を発行する。 

３ 利用会員証は、退会まで内容に変更がない限り、継続使用とする。 

４ 事務局は、提供会員又は利用会員である者が両方会員となった場合は、直ちに会員証の返還を受

け、新たに両方会員の会員証を交付する。 

５ 両方会員は、提供会員又は利用会員のいずれかの身分を喪失した場合は、直ちに事務局に会員証

を返還しなければならない。ただし、会員証の返還後も提供会員又は利用会員としての身分を有す

る場合は、事務局は、提供会員又は利用会員の会員証を新たに交付する。 

（退会） 

第８条 会員が退会しようとするときは、その旨を事務局に届け出なければならない。 

２ 会員は、退会に際して、第７条により発行された会員証を事務局に返還しなければならない。 

（会員登録の抹消） 

第９条 会員が各号のいずれかに該当するときは、会員の登録を抹消する。 

(１) 登録期間が終了したとき。 

(２) 事務局に退会の申出をしたとき。 

(３) 利用会員が、第５条第１項第１号の会員要件を欠いたとき。 

(４) 提供会員が、第５条第１項第２号の会員要件を欠いたとき。 

(５) 会員としてふさわしくない行為をしたとき。 

(６) 次条に定める遵守事項に違反したとき。 

（会員の遵守事項） 

第 10 条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 誠意をもって援助活動に当たること。 

(２) 援助活動により他人のプライバシーを侵害し、又は、援助活動を通して知り得た会員若しく

はその家族の事情等を他に漏らさないこと。退会後も同様とする。 

(３) 「ファミリー・サポートおおた」を政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。 

(４) 援助活動に先立ち、十分な事前打合せを行うこと。 

(５) 援助活動の終了後、別に定める所定の報告を行うこと。 

(６) 援助活動中に生じた事故は、当事者である会員相互間で誠意をもって解決すること。 

２ 提供会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 援助活動中の児童の安全確保に努めること。 

(２) 援助活動中の児童に異常を認めたときは、その利用会員に連絡するとともに、適切な処置を

とること。 

(３) 援助活動中は、常に会員証を携帯し、利用会員その他関係者から請求があったときは、これ

を提示すること。 

(４) 原則として同時に複数の利用会員に対し、援助活動を行わないこと。 

３ 利用会員は、事前打合せ及び援助活動の終了後に、第 15 条に定める謝礼金及び交通費等の実費を

提供会員に支払わなければならない。 

（援助活動の内容） 

第 11 条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。 

(１) 保育所・幼稚園の送り 
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(２) 保育所・幼稚園の迎え 

(３) 保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り 

(４) 保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり 

(５) 子どもの習い事等の預かりや送迎 

(６) 保護者等のリフレッシュのための預かり 

(７) 小学生の預かりや送迎 

(８) 学童保育施設の迎え及び帰宅後の預かり 

(９) 産前（出産）産後の兄弟姉妹の預かりや送迎 

(10) 子どもの病気後の預かり 

(11) 保育所・学校等の休み時の預かり 

(12) 保育所等施設入所前の預かり 

(13) 保護者等の短時間・臨時的就労の場合の預かり 

(14) 保護者等の求職活動中の預かり 

(15) 保護者等の冠婚葬祭による外出及び学校行事の場合の預かり 

(16) 保護者等の買い物など外出の場合の預かり 

(17) 保護者等の病気、急用などの場合の預かり 

(18) 前各号に掲げるものほか、区長が必要と認めること。 

２ 原則として子どもを預かる場所は、提供会員の自宅とする。ただし、緊急時等、特段の事情があ

る場合は、この限りでない。 

（援助活動の対象児） 

第 12 条 援助活動の対象児は、原則として生後４ヶ月以上、概ね 12 歳までとし、「ファミリー・サポ

ートおおた利用会員入会申込書」等に記載した者とする。 

（援助活動の時間） 

第 13 条 援助活動は、午前６時から午後 10 時までの間で、利用会員が希望する時間とする。 

（援助活動の実施） 

第 14 条 援助活動の実施を希望する利用会員は、子育てコーディネーターに援助の内容、日時等の詳

細を説明し、提供会員の紹介を受ける。 

２ 前項の規定により紹介を受けた利用会員は、提供会員と援助活動の内容等についての事前打合せ

を行なわなければならない。事前打合せにおいて双方が合意したときは、援助活動確認書を作成し、

双方が署名し、援助活動についての契約を行う。 

３ 利用会員は、援助活動の内容について、子どもの世話以外の援助を求めてはならない。 

４ 子育てコーディネーターは、前項の事前打合せが不調となった場合は、利用会員の希望により、

別の提供会員を紹介することができる。 

５ 援助活動を行った提供会員は、援助活動の記録を作成し、利用会員の確認を受けるものとする。 

６ 前項の確認をした利用会員は、援助活動の実施時間に応じた謝礼金を現金等で提供会員に支払う。

援助活動に伴う交通費等の経費がある場合には、その実費も併せて提供会員に支払う。 

７ 提供会員は、あらかじめ事務局が指定する時期ごとに、第５項の記録を事務局に提出しなければ

ならない。 

（謝礼金等） 

第 15 条 援助活動に対する謝礼金等の基本金額は、別表第１及び別表第２に定めるところによる。 

２ 利用会員は、前条第２項に規定する事前打合せをするとき、援助活動の対象児の人数にかかわら

ず、提供会員に別表第１第１欄に定める子ども１人１時間当たりの謝礼金を支払うものとする。 

（援助活動の時間の算定方法） 

第 16 条 前条第１項に規定する謝礼金の算定の基礎となる時間については、提供会員が援助のための

活動を開始した時間から、提供会員の自宅において利用会員又は利用会員が指定する者に児童を引
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き渡した時間までとする。ただし、提供会員が自宅以外で活動した場合は、提供会員が帰宅した時

間までとする。 

２ 前項の規定により計算した時間が、１時間未満のときは１時間とし、１時間を超え１時間未満の

端数があるときは、その端数が 30 分以下のときは 0.5 時間とし、30 分を超えるときは１時間とす

る。 

３ 前項の規定による 0.5 時間に当たる前条第１項に規定する謝礼金の金額は、別表第１に定める額

に２分の１を乗じて得た金額とする。 

４ 前条に規定する謝礼金の算定の基礎となる時間が、異なる利用区分の時間帯にまたがるときは 30

分を単位として計算し、その合計の金額とする。 

（取消料） 

第 17 条 利用会員は、援助活動実施の当日にその申込みを取り消した場合は、援助活動の開始予定時

間から１時間活動した場合の謝礼金に相当する金額を取消料として提供会員に支払わなければなら

ない。 

２ 利用会員は、援助活動実施の当日にその申込みを取り消さずに援助活動を受けなかった場合は、

事前に予定していた援助活動時間の謝礼金全額を取消料として提供会員に支払わなければならない。 

３ 提供会員は、初回の援助活動に限り、事前打合せを行ったときから実施の日までに援助活動を取

り消した場合又は無断で援助活動を行わなかった場合は、第 16 条第４項の規定により受領した事前

打合せの謝礼金を利用会員に返還しなければならない。 

（保険） 

第 18 条 提供会員及び対象児童は、援助活動中に発生した事故に対応するため、傷害保険及び賠償責

任保険に加入しなければならない。 

２ 区長は、前項に規定する保険に係る保険料を負担する。 

（研修等） 

第 19 条 提供会員は、必要に応じて、事務局の指定する研修等を受講しなければならない。 

付 則 

本会則は、平成 14 年４月１日から施行する。 

付 則 

本会則は、平成 15 年２月 17 日から施行する。 

付 則 

本会則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

付 則 

本会則は、平成 20 年２月１日から施行する。 

付 則 

本会則は、平成 26 年２月３日から施行する。 

付 則 

本会則は、平成 27 年１月 28 日から施行する。 

付 則 

本会則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

付 則 

本会則は、平成 30 年４月１日から施行する。 

付 則（令和元年 10 月１日付 31こ家セ発第 11142 号） 

本会則は、令和元年 10 月１日から施行する。 

付 則（令和２年 10 月 12日付２こ家セ発第 11072号） 

本会則は、令和２年 11 月１日から施行する。 

付 則（令和３年９月 14 日付３こ家セ発第 11098 号） 
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本会則は、令和３年 11 月１日から施行する。 

付 則（令和８年３月 27 日付７こ家セ発第 12381 号） 

本会則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第 15条、第 16条関係） 

 利用区分 謝礼金 

第 １

欄 

月曜日から金曜日まで（祝日及び 12 月 29 日か

ら翌年の１月３日までを除く。）の午前９時から

午後５時まで 

子ども１人１時間当たり 800 円 

兄弟姉妹を一緒にみる場合は、２人目以降は１

人１時間につき 400 円 

第 ２

欄 

第１欄以外の時間及び土曜日・日曜日・祝日・12

月 29 日から翌年の１月３日まで 

子ども１人１時間当たり 900 円 

兄弟姉妹を一緒にみる場合は、２人目以降は１

人１時間につき 450 円 

 

別表第２（第 15条関係） 

サービス内容 実費相当額 

食事 実費（こどもの年齢により 300 円から 500 円程度） 

おやつ代 実費（200円程度） 

交通費その他 実費 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

東急池上線・多摩川線 

Ｊ
Ｒ
蒲
田
駅 

東急蒲田駅 

至
大
森 

至
川
崎 

Ｊ
Ｒ
線 

西
口
広
場 

 

バ ス 通 り  

キッズな蒲田 

 

 

 

 

洗足区民 
センター 

洗足流れ(小川) 

スポーツクラブ 

セブンイレブン 

洗  足  池 

〒 
マンション 

大田洗足郵便局 

フ
ァ
ミ
リ
ー
ロ
ー
ド
洗
足
池 

キッズな洗足池 

至 五反田 至 雪が谷大塚 

中 原 街 道 

東急池上線 

洗足池駅 

＜ファミリー・サポートおおた＞ 

① キッズな大森 
（ファミリー・サポートおおた事務局） 
 (大田区子ども家庭支援センター大森) 
〒１４３－００１６ 

大田区大森北４－１６－５ 

ＴＥＬ ０３-５７５３－１１５２ 

  FAX  ０３-３７６３－０１９１ 

（開設時間） 

【月～土】午前９時～午後６時 

 
【電話・ＦＡＸ連絡は事務局まで】 
 
 
② キッズな洗足池 
(大田区子ども家庭支援センター洗足池) 
〒１４５－００６４ 

大田区上池台２－３５－１８ 

（開設時間） 

【月～土】午前１０時～午後６時 

 

③ キッズな蒲田 
(大田区子ども家庭支援センター蒲田) 
〒１４４－００５１ 

大田区西蒲田７－４９－２ 

  社会福祉センター２階 

（開設時間） 

【月～土】午前１０時～午後６時 

 
④ キッズな六郷 
(大田区子ども家庭支援センター六郷) 
〒144-0055 

大田区仲六郷 2-44-11 

  六郷地域力推進センター３階 

（開設時間） 

【月～土】午前１０時～午後６時 

 

※休館日(全館)日曜・祝祭日・年末年始 

 

 

 

ハローワーク大森 

エセナおおた 

池 

上 

通 

り 

アトレ大森 

 りそな銀行 

文 

入新井第一小学校 

 

キッズな大森 

至蒲田 

至品川 

 

 

雑
色
駅

オー
ケー
スーパー

銀行

医院

ATM

水門通り商店街雑色商店街

六郷地域力

推進センター

第
一
京
浜
国
道

↑京急蒲田方面↑

↓六郷土手方面↓

改札口

京
浜
急
行
線

キッズな六郷 

① 

④ 

③ 

② 

R8.4.1 


